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室内空気を汚染する化学物質とその発生源 

   

斎藤 育江a 

          

東京都では，シックハウス問題への取組みの一環として，1995年より建築物内の空気調査を行ってきた．本報では，

これまでの調査結果を中心に，室内を汚染する化学物質のうち，室内濃度の指針値が示されていない未規制の物質に

ついて，発生源及び健康影響等を概説する．取り上げた物質は，シックハウス症候群との関連が疑われる物質，ある

いは健康影響が懸念される物質として，2-エチル-1-ヘキサノール，2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールモノイソブ

チレート，2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールジイソブチレート，ナフタレン，ベンゼン，酢酸エチル，酢酸ブチ

ル，ブタノール，メチルシクロヘキサン，2-ブタノンオキシム，2-ブタノン及びジクロロメタンの12種である．過去

の調査では，これらはいずれも建材や家庭用品等から発生し，室内空気を汚染していた．また，発生源に関する情報

として，近年流通している塗料や接着剤から揮発する化学物質について紹介する．溶剤形の塗料や接着剤は多くの化

学物質を含むが，シックハウス対策建材である自然塗料，水性の塗料及び接着剤からも化学物質が発生しており，そ

れらを使用することにより，室内空気の汚染が起こる．シックハウスを未然に防止するには，指針値設定物質だけで

なく，多くの未規制物質が何らかの健康影響を及ぼすことを認識し，室内空気中の化学物質の濃度低減を図ることが

重要である．  

     

キーワード：室内空気汚染，シックハウス症候群，未規制物質，揮発性有機化合物，アルデヒド類，発生源，塗料，

接着剤  

      

は じ め に 

シックハウス症候群は，室内空気中の化学物質によ

って引き起こされる健康障害であり，1990年代に大き

な社会問題となった．こうした事態を受け，厚生労働

省は1997年にホルムアルデヒドの室内濃度指針値を設

け1)，2000年には「シックハウス（室内空気汚染）問題

に関する検討会」（以下シックハウス検討会と略す）

を立ち上げて，2002年までに13種の化学物質につい

て，順次，指針値を設定した1)．13物質の室内濃度指針

値を表1に示す．一方，東京都では他の自治体に先駆け

て，1995年よりシックハウス問題への取り組みを行っ

ており，これまでに数多くの建築物について調査を実

施してきた．2000年～2001年に都内の住宅109軒を調査

した結果2)では，ホルムアルデヒドあるいはトルエンが

指針値を超えて検出される住宅が10%程度存在した

が，その後は，建材等のシックハウス対策が進み，指

針値設定物質の室内濃度は次第に低下した3)．こうした

状況から「シックハウス問題は終わった」かの様な認

識が広がったが，シックハウス問題は依然として継続

しており，指針値設定物質の代替として使用されてい

る未規制物質が，近年のシックハウスの主な原因とな

っている4)．シックハウス検討会は，2004年以降休会と

なっていたが，指針値設定から10年が経過した2012年

に再開し，代替物質によるシックハウス問題や既存の

指針値の改定への取り組みを行っている． 

本報では，これまでの調査及び事例報告より，室内

空気中から検出された物質のうち，指針値の設定され

ていない未規制物質を中心に，それらが検出された室

内の状況，化学物質の発生源及びヒトへの影響等につ

いて概説する．また，近年，流通している塗料や接着

剤について，それらから揮発する化学物質についての

情報を紹介する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1. 室内空気中化学物質の室内濃度指針値 

物質名 
室内濃度指針値 

（μg/m3） 
設定日 

（改定日） 

ホルムアルデヒド 100 1997.6.13 

アセトアルデヒド 48 2002.1.22 

トルエン 260 2000.6.26 

キシレン 200 
2000.6.26 
(2019.1.17) 

エチルベンゼン 3,800 2000.12.15 

スチレン 220 2000.12.15 

パラジクロロベンゼン 240 2000.6.26 

テトラデカン 330 2001.7.5 

クロルピリホス 1 [小児0.1] 2000.12.15 

フェノブカルブ 33 2002.1.22 

ダイアジノン 0.29 2001.7.5 

フタル酸ジ-n-ブチル 17 
2000.12.15 
(2019.1.17) 

フタル酸ジ-2-エチル
ヘキシル 

100 
2001.7.5 
(2019.1.17) 
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室内空気中から検出された未規制物質とその発生源 

1. 指針値の設定が検討された化学物質 

2012年以降，シックハウス検討会において室内濃度指針

値の設定が検討された物質は，2-エチル-1-ヘキサノール

（以下2E1Hと略す），2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオ

ールモノイソブチレート（以下TMPD-MIBと略す）及び

2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールジイソブチレート

（以下TMPD-DIBと略す）である．これら3物質は，第21

回シックハウス検討会5)において指針値案が提示されたが，

2019年8月現在，指針値設定には至っておらず継続審議と

なっている．それぞれの指針値案は，2E1Hが130 μg/m3，

TMPD-MIBが240 μg/m3，TMPD-DIBが100 μg/m3である．

また，ベンゼン及びナフタレンについては，世界保健機構

（World Health Organization，以下WHOと略す）がガイド

ライン値を示していることから，第18回シックハウス検討

会6)において，指針値物質としての採用が検討されたが，

こちらも採用には至っていない．以下，順にこれらの物質

について述べる． 

1) 2E1H 

新築ビルで2E1Hが検出された事例があった7)．当該ビル

は使用開始後，最初に迎えた8月（竣工8か月後）に2E1H

濃度が高く（286 μg/m3），「薬くさい」など臭気に対す

る苦情があったため，継続調査を行った．その結果，翌年

の2月には，2E1H濃度は48.1 μg/m3に低下したが，9月には

再び280 μg/m3に上昇した7)．竣工直後（1月）からの室内

空気中2E1Hの経時変化を図1に示す．発生源調査の結果，

2E1Hは床のタイルカーペットから発生していることが判

明した．2E1Hは，可塑剤のフタル酸ジ-2-エチルヘキシル

（以下DEHPと略す）の加水分解によって生成することが

知られており8)，タイルカーペットにDEHPが含まれてい

ると考えられた．冬期には2E1H濃度は低下したが，夏期

には高温多湿の気象条件によって，DEHPの加水分解が促

進され，再度，9月に2E1H濃度が上昇したと推察された．

DEHPの加水分解の反応式を図2に示す．加水分解以外の

2E1Hの発生については，一部のアクリル樹脂系水性接着

剤からの発生が報告されている8,9)．アクリル樹脂系水性

接着剤の2E1Hは，樹脂原料由来成分として接着剤に含ま

れており，接着剤塗布直後から放散され，その後速やかに

減衰する8)．したがって，2E1Hによる長期的な室内汚染は， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEHPの加水分解による2E1H生成の寄与が大きいと考えら

れる． 

健康影響については，2E1Hとシックハウス症候群やシ

ックスクール症候群との関連について報告があり9-11)，眼

への刺激性を有する12)ほか，高濃度ではクシャミや咳を起

こす13)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) TMPD-MIB（別名：テキサノール） 

改装後のビルでTMPD-MIBが検出された事例があった14)．

このビルでは，改装によりフロアの一部を壁で区切って小

部屋を設置した後，異臭や頭痛の訴えがあり，調査したと

ころ，TMPD-MIBが主に検出された（322 μg/m3）．小部

屋の壁付近で空気を採取し，ガスクロマトグラフ質量分析

計（gas chromatograph-mass spectrometer, 以下GC-MSと略

す）により分析して得られたクロマトグラムを図3に示す．

壁は塗装されていたため，使用した塗料を調べたところ，

TMPD-MIBが含まれていることが判明した．塗料はアク

リル樹脂系の水性塗料で，TMPD-MIBはタレを防止する

造膜助剤として配合されていた．この事例以外にも，北海

道の小学校で，TMPD-MIBによるシックスクールが報告

されている（最大濃度290 μg/m3）15)．発生源は，新校舎

の壁面塗装に使用された水性塗料であった． 

TMPD-MIBの健康影響については，眼，鼻，呼吸器へ

の刺激作用が報告されている16)．化学構造を図4に示す．

TMPD-MIBは，2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールに1

分子のイソ酪酸がエステル結合した構造であり，結合の位図 1. 新築ビル室内の 2E1H 経時変化 
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図 2. DEHP の加水分解反応式 
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置により2つの異性体が存在する．異性体の構成比は，3位

に結合した3-イソブチレートが40%，1位に結合した1-イソ

ブチレートが60%である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) TMPD-DIB（別名：TXIB） 

リフォーム後の一戸建て住宅から，TMPD-DIBが検出さ

れた（531 μg/m3）との報告がある9)．この住宅では，居住

者から眼，喉の刺激や悪心などのシックハウス症候群の訴

えがあった．TMPD-DIBの発生源は，リフォームにより施

工した床の塩化ビニル製クッションフロアであった．当該

住宅において，その他に濃度が高かった物質は，2-(2-ブト

キシエトキシ)エタノール（1,724 μg/m3）及びフェノール

（731 μg/m3）であった．TMPD-DIBの用途は，塩化ビニ

ルの可塑剤であり，代表的な可塑剤であるフタル酸エステ

ル類の代替として使用されるようになった物質である． 

健康影響については，鼻，眼，喉への刺激性を有し17)，

喘息の増悪との関連について報告18)がある．その他の健康

影響としては，塩化ビニル製手袋に配合されたTMPD-DIB

によるアレルギー性接触皮膚炎が報告されている19)．化学

構造を図5に示す．前項のTMPD-MIBと構造が類似してお

り，2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールに2分子のイソ

酪酸がエステル結合している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ベンゼン 

オフィスビル26棟の調査で，ベンゼンが検出された事例

があった20)．調査場所は，喫煙室，喫煙室前の廊下及び喫

煙室と同じフロアの事務室で，それぞれのベンゼン濃度の

範囲は，喫煙室が6.2～58.5 μg/m3，喫煙室前の廊下が3.0未

満～11.5 μg/m3，事務室が3.0未満～11.4 μg/m3であった20)．

ベンゼンはタバコだけでなく，有機物が燃焼する際に生成

するため，室内で線香や蚊取り線香を焚いた際にも発生す

る21)．線香，お香及び蚊取り線香 計9種類について，それ

ぞれを室内で1時間焚いた場合のベンゼン濃度を推計した

結果，11 μg/m3～77 μg/m3と求められた21)．なお，推計に

当たっては，部屋の体積を20 m3（約6畳），換気回数を

0.5回と仮定した． 

ベンゼンは，国際がん研究機関（International Agency for 

Research on Cancer，以下IARCと略す）の発がん性分類で

グループ１（ヒトに対する発がん性がある物質）に分類さ

れており，白血病のリスクを増加させることが知られてい

る22)．大気汚染に係る環境基準は1年間平均3 μg/m3 23)，

WHO欧州地域事務局のガイドライン値（大気，室内空気）

は1.7 μg/m3（10-5ユニットリスク）である22)．喫煙室前の

廊下及び喫煙室と同じフロアの事務室において，ベンゼン

濃度が大気環境基準（3 μg/m3）を超過した割合は，廊下

が77%，事務室が69%と高率であった20)．ベンゼンの化学

構造を図6に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

5) ナフタレン 

 シックハウスの訴えがあった住宅で，ナフタレンが検出

された事例があった24)．当該住宅は，築後1年8か月の一戸

建て住宅で，異臭があるという和室を調査したところ，ナ

フタレンが主に検出された（180 μg/m3）．ナフタレンは

防虫剤として市販されているが，室内での防虫剤使用は無

いとのことであった．発生源を調査したところ，ナフタレ

ンは畳から発生していることが判明した．その後，居住者

 

 

図 3. 改装後ビル内空気の GC-MS クロマトグラム 
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が畳を処分する際に，畳を分解して確認したところ，畳床

と畳表の間にナフタレンが多量に入っていたことが確認さ

れた．ナフタレンは昇華性を有するため，固体から気体に

変化し，ナフタレンのガスが定常的に発生する．国立医薬

品食品衛生研究所が2012年度に全国111軒の住宅を調査し

た結果では，ナフタレンの最大濃度は320 μg/m3であり25)，

WHOのガイドライン値（10 μg/m3）26)を超える住宅が約

5%あった25)． 

ナフタレンはIARCの発がん性分類でグループ2B（ヒト

に対する発がん性の疑いがある物質）に分類されており，

動物実験では，呼吸器の腺腫の発生について報告がある26)．

また，ヒトでは赤血球が障害を受け，疲労感，食欲不振，

不眠，チアノーゼなどが現れる27)．ナフタレンの化学構造

を図7に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

2. シックハウス症候群との関連が疑われる未規制物質 

以下は，シックハウスについての訴えがあった建築物で，

主に検出された物質である． 

1) 酢酸エチル及び酢酸ブチル 

改修工事後，シックスクールの訴えがあった学校から酢

酸エチル（1,900 μg/m3）及び酢酸ブチル（200 μg/m3）が

検出されたとの報告がある28)．いずれも床から発生してお

り，床に塗布した床用塗料が原因と判明した．これら2物

質以外に校舎内で高濃度に検出された主な物質は，ブタノ

ール（1,800 μg/m3），2-ブタノン（970 μg/m3）であった28)．

国立医薬品食品衛生研究所が2012年に行った新築住宅等の

調査 29)では，それぞれの最大値は，酢酸エチルが203 

μg/m3，酢酸ブチルが664 μg/m3と，他の物質に比べて高濃

度であった．これらの調査結果を受けて，酢酸エチル及び

酢酸ブチルについては，室内濃度指針値の見直しに向けた

採用検討物質として，2E1H，TMPD-MIB，TMPD-DIB等

とともに初期リスク評価が行われている29)．健康影響とし

ては，両物質とも眼，鼻，喉への刺激症状が主であり，高

濃度では，咳，めまい，頭痛，吐き気，咽頭痛，意識喪失，

脱力感を生じることがある30,31)．酢酸エチル及び酢酸ブチ

ルの化学構造を図8に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ブタノール 

頭痛やめまい等の訴えがあったリフォーム後の集合住宅

でブタノールが検出された事例があった32)．当該住宅では，

ホルムアルデヒド濃度が室内濃度の指針値を超過していた

（190 μg/m3～450 μg/m3）が，ホルムアルデヒド濃度が高

い部屋ではシックハウス症状が出ないとの相談があり，ほ

かの原因物質を探索した．その結果，ブタノール（119 

μg/m3）が原因と推察され，床から発生していることが判

明した32)．また，異臭や頭痛の訴えがあった新築ビルにお

いて，空気中の化学物質濃度と異臭との関連を調査した33)．

その結果，ブタノール，キシレン及びエチルベンゼンと異

臭との相関がみられたが，キシレン及びエチルベンゼンに

ついては，臭覚閾値（においを感じ始める濃度）よりも室

内濃度の方が低かったことから，ブタノールが異臭の原因

物質と推定された．これらの物質の発生源は床が主であっ

た．ブタノールはエチレン酢酸ビニル共重合樹脂系32)及び

アクリル樹脂系の水性接着剤より発生するとの報告8)があ

ることから，いずれの事例も，床の施工に使用された接着

剤が原因と推察された．また，ブタノールは，接着剤以外

に塗料の溶剤として使用されることがある34)． 

健康影響としては，眼，気道への刺激性を有し，咳，め

まい，頭痛を引き起こす35)．ブタノールの化学構造を図9

に示す． 

 

 

 

 

 

3) メチルシクロヘキサン 

新築住宅でメチルシクロヘキサンが高濃度で検出された

事例があった4)．当該住宅は木造一戸建て住宅で，におい

が強すぎて住めないとの訴えがあった．居間の室内空気か

ら多種の揮発性有機化合物（volatile organic compounds, 以

下VOCsと略す）が検出され，その中でメチルシクロヘキ

サンが最も高濃度であった（2,500 μg/m3）4)．室内空気を

GC-MSにより分析したクロマトグラムを図10に示す．発

生源を調査したところ，床施工に使用した接着剤にメチル

シクロヘキサンが含まれていた．その他に濃度が高かった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7. ナフタレンの構造式 

             

       O      

H3C－C－O－CH2－CH3 

           酢酸エチル 

       O      

H3C－C－O－CH2－CH2-CH2－CH3 

酢酸ブチル 

 

図8. 酢酸エチル及び酢酸ブチルの構造式 

             

 H3C－CH2－CH2-CH2－OH 

 

図9. ブタノールの構造式 

 

 

図 10. 新築住宅内空気の GC-MS クロマトグラム 
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物質は，トリメチルベンゼン（1,300 μg/m3），アセトン

（616 μg/m3）及び2-ブタノン（344 μg/m3）であった．こ

のうち，アセトン及び2-ブタノンは，床の接着剤に含まれ

ていた．図11に示すように，メチルシクロヘキサンは，化

学構造がトルエンに類似しており，物理的性状も似ている

ことから，トルエンの代替として使用される． 

健康影響については，眼，皮膚への刺激作用を有し，中

枢神経系に影響を与える36)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 2-ブタノンオキシム（別名：メチルエチルケトオキ

シム） 

新築ビルの室内空気から2-ブタノンオキシムが高濃度

（3,570 μg/m3）で検出された事例があった37)．室内空気を

GC-MSにより分析したクロマトグラムを図12に示す．調

査の結果，発生源は流し台の設置工事に使用したシリコン

シーラントであることが判明した38)．流し台の工事は空気

測定の前日に行われており，入室した複数の測定者が強い

異臭を感じた．シリコンシーラントは，無溶剤タイプのシ

ーリング材として，近年，多用されている製品である．2-

ブタノンオキシムは，架橋剤としてシリコンシーラントに

配合されており，製品容器には，使用時に2-ブタノンオキ

シムが発生することが表示されている． 

健康影響については，メトヘモグロビン血症などの赤血

球に対する影響，眼への重度の刺激性，皮膚への軽度の刺

激性を有する39) ．なお，空気中に放出された2-ブタノン

オキシムは，空気中の水分と反応し，2-ブタノンとヒドロ

キシルアミンに分解する．分解の反応式を図13に示す．2-

ブタノンオキシムにはcis-，trans-の立体異性体がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 2-ブタノン（別名：メチルエチルケトン） 

悪心などの訴えがあった新築ビルの室内空気から主に2-

ブタノン（560 μg/m3）が検出された事例があった4)．室内

空気をGC-MSにより分析したクロマトグラムを図14に示

す．このビルでは，二重床の支持脚を固定するためにシリ

コンシーラントを使用しており，シリコンシーラントから

発生した2-ブタノンオキシムが，空気中で2-ブタノンに変

化したことが原因と推察された．2-ブタノンは2-ブタノン

オキシムの分解で発生する以外に，そのものが塗料や接着

剤の溶剤として使用されていることから4,34,40)，新築住宅

における検出率は96%と高い41)． 

健康影響としては，高濃度になると皮膚や眼の刺激のほ

か，中枢神経及び腎臓への障害を引き起こすおそれがある

42)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) ジクロロメタン（別名：塩化メチレン） 

未入居の新築一戸建て住宅4軒から，ジクロロメタンが

高濃度に検出された（1,100～3,300 μg/m3）との報告があ

る43)．発生源は住宅の土台や通し柱に使用されていた積層

材であり，これらに防腐剤を注入する際にジクロロメタン

を溶剤として使用したことが判明している．当該住宅は未

入居であったため，シックハウス症候群に関する訴えは無

かった． 

ジクロロメタンは胆管癌との関連が指摘されており44)，

2014年7月にIARCの発がん性分類が，グループ2Bからグ

ループ2A（ヒトに対しておそらく発がん性がある物質）

に引き上げられた．継続調査の結果，3か月後のジクロロ

メタン濃度は当初の1/10～1/20に減少したが，4軒中1軒で

 
トルエン      メチルシクロヘキサン  

図 11. トルエン及びメチルシクロヘキサンの構造式 

 
 

図 12. 新築ビル内空気の GC-MS クロマトグラム 
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図 13. 2-ブタノンオキシムの分解反応式 

 
 

図 14. 新築ビル内空気の GC-MS クロマトグラム 
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は3か月後でも大気環境基準（1年間平均150 μg/m3）の1.8

倍だったと報告されている43)．化学構造を図15に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

塗料及び接着剤から発生する化学物質 

塗料中の主な揮発性物質を表2に，接着剤中の主な揮発

性物質を表3に示す． 

1. 塗料 

1) 溶剤形塗料 

溶剤形塗料の種類について，顔料を含むものを塗料，顔

料を含まないものをニス，塗料の薄め液をシンナーとした．

なお，顔料とは，着色に用いる粉末で，水や油に不溶なも

のの総称である．塗料3製品を調査した結果45,46)，主に含

まれていたVOCsのうち，最も多かったのはトリメチルベ

ンゼン，プロピルベンゼン，エチルトルエンなど，ベンゼ

ン環に置換したアルキル基の炭素数が合計3個の芳香族炭

化水素（以下C3アレーンと略す）であった．次にジメチ

ルオクタン，メチルノナン，デカンなど炭素数が合計10個

の脂肪族炭化水素（以下C10アルカンと略す），次いでジ

メチルノナン，メチルデカン，ウンデカンなど炭素数が合

計11個の脂肪族炭化水素（以下C11アルカンと略す）が多

かった．そのほかに，ジエチルベンゼン，エチルジメチル

ベンゼン，プロピルトルエンなど，置換したアルキル基の

炭素数が合計4個の芳香族炭化水素（以下C4アレーンと略

す），メチルオクタン，ノナンなど炭素数が合計9個の脂

肪族炭化水素（以下C9アルカンと略す）も少量含まれて

いた．室内濃度の指針値が示されているトルエン，キシレ

ン，エチルベンゼン及びテトラデカンの含有率合計は3製

品ともに1%以下であった．また，シックスクール事例で

原因となった塗料28)には，2-プロパノール（別名：イソプ

ロピルアルコール），ブタノール，ベンジルアルコール，

2-ブタノン，4-メチル-2-ペンタノン（別名：メチルイソブ

チルケトン），酢酸エチル，酢酸ブチル及びプロピレング

リコールモノメチルエーテルが含まれていたとの報告があ

る．ニス3製品については，前述の塗料3製品と共通した成

分が主に含まれていたが，その他に，1-メトキシ-2-プロピ

ルアセテート，2-プロパノール，ブタノール，酢酸ブチル，

トルエン，キシレン，エチルベンゼンが含まれていた．指

針値設定物質のトルエン，キシレン，エチルベンゼンは，

速乾性を標榜した製品に主に含まれていた．シンナー6製

品を調査したところ46)，3製品については成分が共通して

いた．主なVOCsについて，3製品の成分構成割合の平均

値を図16に示す4)．芳香族炭化水素ではC3アレーン，C4ア

レーン，脂肪族炭化水素では炭素数が9個～12個の化合物

が主であった．他のシンナー3製品については，主に1-メ

トキシ-2-プロピルアセテート，酢酸エチル，酢酸ブチル，

トルエン，キシレン，エチルベンゼン，2-メチル-１-プロ

パノール（別名：イソブタノール），2-ブトキシエタノー

ルが含まれていた46)． 

2) 自然塗料 

自然塗料とは法律で定められた定義は無いが，社団法人

日本塗料工業会によると「植物性油脂や天然樹脂など，天

然の素材を主原料としてつくられている塗料」と紹介され

ている47)．しかし一方で，「VOCsやホルムアルデヒドを

発生する」との情報も添えられている47)．東京都生活文化

局の調査48)によると，自然塗料7製品について塗布後のホ

ルムアルデヒドを調査したところ，すべての製品から発生

が認められている．また，7製品中2製品については，ホル

ムアルデヒド放散量の最も少ない「F☆☆☆☆」の表示が

あったが，塗布直後の測定結果では，いずれも「F☆☆」

相当であったと報告されている48)．ホルムアルデヒドは，

塗料の原料としては使用されていないが，自然塗料に含ま

れる植物油が，乾燥する際に酸化重合を起こすことにより

発生する49)．いずれの製品も，塗布3日後にはホルムアル

デヒドの発生量は大幅に低下していたが，天然由来の塗料

であっても，使用時には換気をするなど注意が必要である．

また，自然塗料を使用した住宅において，居住者が喉への

刺激を訴えたシックハウスの報告がある50)．原因は植物油

の酸化分解によって生成したヘキサナール及びノナナール

等のアルデヒド類であった．したがって，植物油を含む塗

料を使用する場合は，植物油の酸化により多種のアルデヒ

ド類が発生し，シックハウス症候群を引き起こす可能性が

あると考えられる．自然塗料のVOCsを分析した結果では

46)，C10～C12アルカンが検出された． 

3) 水性塗料 

水性塗料には，樹脂を溶解するために水に親和性のある

有機溶剤を使用した水溶性塗料と，樹脂を水中に分散させ，

有機溶剤をほとんど含まないエマルジョン形塗料がある34)．

水溶性塗料2製品を調査したところ，主に含まれていた

VOCsは，2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール及びブタノー

ルであった45,46)．顔料を含まない水溶性ニス2製品に含ま

れていた主なVOCsは，2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール

及び2-プロパノールであった46)．また，エマルジョン形塗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図16. シンナー（溶剤形塗料薄め液）の成分構成割合 

図15. ジクロロメタンの構造式 
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料2製品に含まれていた主なVOCsは，TMPD-MIB及び

TMPD-DIBであった14,46)．TMPD-DIBを含む製品の容器に

は「低VOC（0.1%未満）」の表示があったが，TMPD-

DIBの含有量は5%であった．TMPD-DIBは，可塑剤として

製品に添加されており，溶剤として使用されていた物質で

はないためにVOCsからは除外され，「0.1%未満」と表示

されていたと考えられる． 

 

2. 接着剤 

1) 溶剤形接着剤 

溶剤形接着剤について調査した結果では，トルエン以外

に，エステル系，脂肪族炭化水素系及びケトン系の溶剤を

含む製品が多いとの報告がある4,45,51)．エステル系溶剤の

主なものは，酢酸メチル，酢酸エチル，酢酸イソプロピル

及び酢酸ブチル，脂肪族炭化水素系は，シクロヘキサン，

メチルシクロヘキサン，ジメチルペンタン，ヘキサン及び

ヘプタン，ケトン系は，アセトン，2-ブタノン及びテトラ

ヒドロフランが主であった．その他には，ベンゼンが検出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

された製品もあり，健康への影響が指摘されている51)．ま

た，トルエンが主溶剤であった製品については，トルエン

含有率が70%前後と報告されており51)．このうち，トルエ

ン含有量76%の製品については「有機溶剤70%」という表

示のみで，トルエン含有について認識できない状態であっ

た． 

2) 水性接着剤 

水性接着剤6製品（酢酸ビニル樹脂系，エチレン酢酸ビ

ニル共重合樹脂系，アクリル樹脂系，アクリル酸共重合樹

脂系，水性ビニルウレタン樹脂系）について調査した結果

52)では，接着剤塗布後に主に放散された物質は，ブタノー

ル，酢酸エチル，グルタル酸ジメチル，3-メチル-3-メトキ

シブタノール，2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール，フェ

ノキシエタノール，ウンデカン，デカン，ドデカン，ホル

ムアルデヒド，アセトアルデヒド，ベンズアルデヒド，ア

セトン及び酢酸であった．その他，一部のアクリル樹脂系

接着剤から2E1Hの発生が報告されている8,9) ．また，酢酸

ビニル樹脂系接着剤及びエチレン酢酸ビニル共重合樹脂系

表 2. 塗料中の主な揮発性物質 

塗料の種類 揮発性物質 

溶剤形塗料 塗料 C3アレーン：トリメチルベンゼン，プロピルベンゼン，エチルトルエン 

C4アレーン：ジエチルベンゼン，エチルジメチルベンゼン，プロピルトルエン 

C9アルカン：メチルオクタン，ノナン 

C10アルカン：ジメチルオクタン，メチルノナン，デカン 

C11アルカン：ジメチルノナン，メチルデカン，ウンデカン 

2-プロパノール，ブタノール，ベンジルアルコール，2-ブタノン，4-メチル-2-ペ

ンタノン，酢酸エチル，酢酸ブチル，プロピレングリコールモノメチルエーテル 

 ニス C3アレーン，C4アレーン，C9アルカン，C10アルカン，C11アルカン， 

1-メトキシ-2-プロピルアセテート，2-プロパノール，ブタノール，酢酸ブチル，

トルエン，キシレン，エチルベンゼン 

 シンナー 

 

C3アレーン，C4アレーン，C9アルカン，C10アルカン，C11アルカン， 

C12アルカン：メチルウンデカン，ドデカン 

1-メトキシ-2-プロピルアセテート，酢酸エチル，酢酸ブチル，トルエン，キシレ

ン，エチルベンゼン，2-メチル-1-プロパノール，2-ブトキシエタノール 

自然塗料  ホルムアルデヒド，ヘキサナール，ノナナール，C10アルカン，C11アルカン，

C12アルカン 

水性塗料 水溶性塗料・ニス 2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール，ブタノール，2-プロパノール 

 エマルジョン形塗料 2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールモノイソブチレート（TMPD-MIB）， 

2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールジイソブチレート（TMPD-DIB） 

 

表 3. 接着剤中の主な揮発性物質 

接着剤の種類 揮発性物質 

溶剤形接着剤 酢酸メチル，酢酸エチル，酢酸イソプロピル，酢酸ブチル，シクロヘキサン，メチルシクロヘキサ

ン，ジメチルペンタン，ヘキサン，ヘプタン，アセトン，2-ブタノン，テトラヒドロフラン，ベンゼ

ン，トルエン 

水性接着剤 ブタノール，酢酸エチル，グルタル酸ジメチル，3-メチル-3-メトキシブタノール，2-(2-ブトキシエト

キシ)エタノール，フェノキシエタノール，デカン，ウンデカン，ドデカン，ホルムアルデヒド，アセ

トアルデヒド，ベンズアルデヒド，アセトン，酢酸，ギ酸，2-エチル-1-ヘキサノール（2E1H） 
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接着剤について，接着剤が硬化後，高湿度条件下で，加水

分解により発生する物質を調査した結果では53,54)，3-メチ

ル-3-メトキシブタノール，アセトン，ホルムアルデヒド，

アセトアルデヒド，酢酸及びギ酸が検出された．酢酸及び

ギ酸については，VOCsやアルデヒド類とは測定方法が異

なるため，調査事例の報告が少ないが，厚生労働科学研究

で，2012年～2014年に全国602軒の住宅を調査した結果で

は，他の物質に比べて酢酸及びギ酸の室内濃度が高かった

55)．これらの調査結果をもとに，室内空気中の化学物質に

よるリスク評価を行ったところ，ギ酸のリスクはホルムア

ルデヒド及びアセトアルデヒドよりも高いと指摘されてい

る55)．酢酸及びギ酸は木材や合板からも発生しており53)，

酢酸ビニル樹脂系接着剤は，木材の接着に使用されること

から，木質建材や木製家具は，酢酸及びギ酸の主な発生源

の一つと考えられる． 

 

お わ り に 

2012年に再開されたシックハウス検討会では，既存の指

針値の見直しが行われ，2019年1月に，キシレン，フタル

酸ジ-n-ブチル及びDEHPの指針値が改定された56)．2019年

8月現在，新たな指針値物質の設定には至っていないが，

指針値の示された物質だけがシックハウス症候群を引き起

こすのではなく，どんな化学物質でも，高濃度になればヒ

トに何らかの健康影響を及ぼす可能性が大きい．塗料や接

着剤などは，建築物を建てるためには必須の建材であり，

それらの使用によって，価格の抑制や工期短縮などのメリ

ットがある．一方で，新築やリフォーム直後の建築物では，

室内の化学物質濃度が高くなるというデメリットが生ずる．

近年，新築住宅で高濃度に検出される化学物質の多くが未

規制物質であることから41)，居住者に何らかの健康障害が

起こった場合，原因物質の究明が難しくなっているのも事

実である57)．こうした状況を踏まえ，シックハウスを未然

に防止するためには，新築やリフォーム後の建物には化学

物質が多く存在することを認識し，換気を行って化学物質

を放散させる期間を設けるなど，室内の化学物質濃度を十

分に低下させることが重要である． 

 

ま と め 

近年報告されているシックハウスの事例では，室内濃度

指針値が設定されていない未規制物質が原因であることが

多い4)．そこで，これまでの調査結果を中心に，室内空気

を汚染する未規制物質の発生源と健康影響について物質ご

とに概説した．取り上げた物質は，厚生労働省のシックハ

ウス検討会において，指針値の設定が検討された2E1H，

TMPD-MIB，TMPD-DIB，ナフタレン及びベンゼンの5物

質．これに加えて，シックハウス症候群との関連が疑われ

たり，健康影響が懸念される物質として，酢酸エチル，酢

酸ブチル，ブタノール，メチルシクロヘキサン，2-ブタノ

ンオキシム，2-ブタノン及びジクロロメタンの7物質，合

計12物質である．いずれの物質も床や壁に使用された建材，

あるいはタバコや線香，防虫剤から発生し，室内空気を汚

染していた．また，発生源に関する情報として，塗料や接

着剤について，それらから揮発する化学物質について調査

した結果をまとめて紹介した．溶剤を使用した塗料や接着

剤だけでなく，天然素材を使用した自然塗料，水性の塗料

や接着剤からも化学物質は発生しており，それらの使用に

よって，種々の化学物質が室内に放散される．シックハウ

スの発生を未然に防止するためには，指針値が設定されて

いる13物質だけでなく，すべての化学物質がシックハウス

の原因となりうることを念頭に入れ，室内空気中の化学物

質濃度を十分に低下させることが重要である． 
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Indoor Air Pollutants and Their Sources 

                           

Ikue SAITOa 

 

The Tokyo Metropolitan Government initiated an indoor air chemical survey in 1995 as a measure against sick building syndrome. 

This study focuses on past survey results and describes the emission sources and health effects of volatile chemicals for which 

guideline values of indoor air have not been indicated. Twelve substances, which are suspected of being associated with sick building 

syndrome or may have adverse health effects, were selected including: 2-ethyl-1-hexanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol 

monoisobutyrate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate, naphthalene, benzene, ethyl acetate, butyl acetate, butanol, 

methylcyclohexane, 2-butanone oxime, 2-butanone, and dichloromethane. In the past surveys, these chemicals were found to have 

been emitted from building materials or household goods and were found to have contaminated the indoor air. Volatile chemicals 

emitted from recently marketed paints and adhesives were also described as emission sources. It is known that solvent-based paints 

and adhesives contain many types of volatile organic compounds (VOCs), however, natural paints, water-based paints, and adhesives, 

namely low- and zero-VOCs materials, were also found to have contained volatile chemicals and have caused indoor air pollution. 

Decreasing chemical concentrations in indoor air is one of the most useful measures to prevent sick building syndrome, considering 

that many regulated and unregulated chemicals may have significant adverse health effects. 

 

Keywords: indoor air pollution, sick building syndrome, unregulated compounds, volatile organic compounds, aldehydes, 

emission source, paint, adhesive 
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